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はじめに

AsiaWise Groupでは、この度AW Letter第2号を発刊致しました。第2号のラインナップは以下の
通りです。

1.【Corporate Wellness】利益相反取引防止規程によって不正を牽制する

アジアに展開する日系企業にとって、不正リスクマネジメントは近々の課題になっています。

創刊号では総論的にCorporate Wellnessの全体像を説明いたしました。本号では、各論として、
不正対策の中でも最も重要となる利益相反取引防止規程について取り上げました。

2.【ISAMEA】インドを基点としたインド以西（中東アフリカ）戦略

AsiaWise Groupは、アジアの中でも特にインドに注目しております。

創刊号ではインドの破産法に基づく新しいM&Aのチャンスについて取り上げましたが、本号
では、より巨視的にインドの位置付けを把握し、日系企業がインド拠点をいかに活用できるか
について提言いたしました。

AsiaWise Groupでは、クライアントの課題解決のため、今後「際」を超えたコラボレーショ
ンを加速して参ります。AW Letterもその実験場のひとつとして、複数の分野・国の専門家が執
筆者となってコラボ編集することにより、これまでにない新しい価値の提供に務めたいと考え
ております。

AW Letterの配信登録は以下のURLからお願い致します。

https://www.asiawise.legal/proposal

AsiaWise法律事務所

代表 久保 光太郎
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【Corporate Wellness】
利益相反取引防止規程によって不正を牽制する

＜サマリー＞

• 東南アジア・インド等のアジア新興国にお
いては、バックオフィスを担当する現地マ
ネージャー等による利益相反取引事例がよ
く見られます。

• 利益相反取引防止規程を定める意義として
は、①不正行為に対し牽制を利かせること
ができる、②実際に不正行為が行われた場
合、懲戒処分を下すことや法律上の責任を
追及することが容易になる、等が挙げられ
ます。これらの意義をふまえ、本稿では、
規程に盛り込むべき内容についても具体的
に提案しています。

• 規程の違反行為が発覚した場合の対応につ
いて、処分の軽重決定に際する考慮要素や
適正手続きの尊重の必要性に加え、本社と
各現地法人が一体となって不正に向き合う
ため事前に対応指針を定めておくことの有
効性などを解説しています。

１ はじめに ～東南アジア、インドの現状

東南アジア、インド等のアジア新興国にお
いては、不正行為が問題となっています。特
に、調達、総務等のバックオフィスを担当す
る現地マネージャー等が職権を濫用し、会社
の利益に反して自己の利益を図る事例、いわ
ゆる利益相反取引事例がよく見られます。問
題となる行為の例としては、以下のようなも
のが挙げられます。

―利益相反取引の具体例―

・自己又は自己の親族等が株主、役員等を務
める会社と（その関係性を隠して）取引する
こと

・会社の仕入先業者と親密な関係になり、当
該業者から、取引開始、又は維持に対する見
返りの利益を得ること

・自己所有の土地、建物、及び車両を、不相
当に高額な金額で会社に賃貸すること

・自己の親族等の採用手続や昇進審査に関与
すること

・会社の秘密情報を取引先等に勤める親族や
友人に漏洩し、会社の利益を害すること

・会社に隠れて、会社の事業と競業する事業
をする会社を立ち上げ、競業事業を自ら行う
こと

2 利益相反取引防止規程の有効性

各国法令によって若干異なる点はあるもの
の、会社の取締役については、一般に、会社
と自らの間で潜在的又は現実に利益が相反す
る取引を実施する場合、事前に取締役会に報
告し、又は、取締役会の承諾を得なければな
らないという利益相反取引規制が定められて
います。

これに対し、取締役に就任しない現地マ
ネージャー等については、このような法律に
基づく規制は適用されないのが一般的です。

これらの利益相反取引行為については、横
領、背任、詐欺等の犯罪が成立する可能性が
あります。また、会社に損害が生じているこ
とを立証できた場合には、民事上の損害賠償
請求をするという事後的な対処が可能です。

しかし、これを未然に防止するための社内
規則を定めている会社は、日系企業の中では
まだまだ少数であると思われます。従業員の
不正行為は、会社側の隙によって作り出され
る側面も否定できません。個人の利益と会社
の利益との間の利益相反を可能な限り防止及
び発見し適切に対処するためには、利益相反
取引防止規程を定めておくことで、不正行為
に対して牽制を利かせることが有効です。

このように、利益相反取引防止規程を定め
ることには、不正行為の発生を防ぐという利
点がありますが、それに加え、もうひとつ大
きな意義があります。

従業員が詐欺その他の不正な取引をしたこ
とが証拠から認定できる場合、会社は違反者
に対して懲戒処分を下したり、法律上の責任
を問うことが理論上可能です。しかし実際の
ところ、東南アジア、インド等のアジア新興
国においては、たとえ不正行為の存在が強く
疑われる場合であっても、懲戒処分や法的手
続にたえうる十分な証拠が得られることは例
外的であり、その証明は困難な場合が多いの
が実情です。

この点、社内で利益相反取引防止規程を定
めて、現地従業員に対し、例えば一定の類型
の利益相反関係にある第三者との取引を行わ
ないことを義務付け、その誓約書まで得てい
たような場合には、会社は、不正行為の故意
や会社に生じた損害を立証せずとも、従業員
から社内規則にしたがって適切な開示がされ
なかったこと、又は、誓約書の存在にもかか
わらず従業員が虚偽の開示をしたというその
事実のみをもって、懲戒処分を下すことが可
能になります。
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【Corporate Wellness】
利益相反取引防止規程によって不正を牽制する

3 規程に盛り込むべき内容

以上のように、アジア新興国では特に大き
な意義が認められる利益相反取引防止規程で
すが、盛り込むべき内容としては、どのよう
な項目が考えられるでしょうか。その内容は
各社固有の事情に応じてカスタマイズするこ
とが必要ですが、一般的には、以下のような
考慮要素があります。

―規程策定のポイント―

(1) 利益相反取引に該当する、又は該当し得
る行為を特定すること。

本稿冒頭に利益相反取引の具体例を明記し
ておりますが、必ずしもこれらの行為に限定
されるわけではなく、またこれら全てを対象
として取り扱う必要はありません。贈収賄防
止規程等、すでに会社で定めている社内規程
との整合性も考慮して対象行為を確定するこ
とが必要です。

(2) 利益相反取引に該当する、又は該当し得
る行為を行う従業員に対し、当該利益相反取
引についての適時適切な会社への開示・申告
を行うことを義務付けること。

後日、懲戒処分や法的手続を行う際の証拠
とすることを見据えて、開示・申告のフォー
マットや利益相反取引が存在しないことにつ
いての誓約書についてもあらかじめ準備して
おくことが有効です。

(3) 利益相反取引の開示又は申告が行われた
場合に会社が取り得る手段を明記すること。

例えば、利益相反取引該当性に疑義がある
場合、その判断を誰が行うのか、その判断の
プロセスや、関係従業員を対象取引の担当か
ら外すこと等、実務的な対応方針をあらかじ
め考えておくことが必要です。

(4) 利益相反取引の開示・申告の懈怠や虚偽
の開示がなされた場合等、利益相反取引防止
規程に定める義務に違反した従業員に対して
解雇を含む懲戒処分を行うことを明記するこ
と。

懲戒処分の可能性を考慮すると、適用のあ
る現地法に則り、就業規則や雇用契約と適切
に紐づいているかについても検討しておくこ
とが必要です。
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【Corporate Wellness】
利益相反取引防止規程によって不正を牽制する
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4 規程の違反行為が生じた場合の対応

前述のように、利益相反取引防止規程の違
反が発覚した場合、懲戒処分や法的責任の追
及を検討する必要があります。

懲戒処分を課す場合、直ちに解雇をするこ
とができるとは限りません。その処分の重さ
を検討するに際しては、個別の事例に応じて、
①違反の背景、理由及び意図、②取引の重要
性、③贈答及び接待の価値、④違反者の地位
等の要素を考慮する必要があります。

また、懲戒処分を行う際には、適正な手続
を尊重することが必要です。さらに、違反者
について現地の労働法令が適用される場合に
は、現地法等の要請事項及び手続に従う必要
があります。関連する判例が存在する場合に
は、判例も考慮に入れる必要があります。

本社の管理部門（法務部、コンプライアン
ス部署）としては、各現地法人の経営陣向け
に、利益相反取引防止規程の違反が発覚した
場合の対応指針（ガイドライン）を定めてお
くことも有効です。

不正行為者に対する取扱いは慎重を要しま
す。会社として筋を通し正義を実現すること
は、会社秩序の維持、同種案件の予防牽制の
ために必要です。

他方で、ことにアジア新興国では、本人の
反発や嫌がらせ、逆ギレ的な訴訟のリスクな
どを考慮し、あえて厳罰に処さないという
「政治決着」を図ることもあります。いずれ
にせよ、現場と本社の管理部門が一体となっ
て不正に向き合う姿勢を見せることが重要で
す。その意味でも、利益相反取引防止規程を
導入することは意義があると考えられます。

以 上

久保 光太郎
AsiaWise Legal Japan 代表
弁護士 (日本) / Cross Border Lawyer (Asia)
慶應義塾大学法学部卒
LLM, Columbia Law School 
<Career Summary>
米国、インド、シンガポールにおける9年に及ぶ経験をもとに、インド、東南
アジア等のクロスボーダー案件（現地進出・M&A、コンプライアンス、紛争
等）を専門とする。
<Contact>
kotaro.kubo@asiawise.legal

八田 拓三
AsiaWise Group Board Member
公認会計士(日本)、公認内部監査人(米国)
公認不正検査士(米国)、
英国ポーツマス大学不正汚職対策学理学修士
<Career Summary>
8年間で15か国に跨る豊富な不正監査、財務調査実績をもとに、アジア地域に
おけるクロスボーダー不正案件（不正監視体制構築、不正監査、不正調査、
財務調査等）を専門とする。
<Contact>
takuzo.hatta@asiawise.legal



【ISAMEA】
インドを基点としたインド以西（中東アフリカ）戦略

＜サマリー＞

• ISAMEA戦略とは、今後有力な投資先とな
りうる中東、アフリカを含むインド以西を、
インドを拠点として攻めるという戦略です。

• ISAMEA戦略が主眼とするのは、①インド
人脈の活用、②インド現地拠点の経営リ
ソースの活用、③インド企業との連携によ
り、ISAMEA地域を攻略することです。

• 本稿では、ISAMEA戦略を実現するにあ
たって壁となりうる①制度的保障、②コン
プライアンス、③ガバナンスといった問題
について、具体的に適示しています。

１ はじめに

中東とアフリカは、21世紀の成長エリアと
して有力な投資先です。ところが、これらの
地域に進出している日系企業の数は未だ少な
く、攻め切ることのできていない現状があり
ます。外務省の直近の調査（2016年10月）に
よれば、日系企業の拠点数は中東850拠点、
アフリカ730拠点にすぎず、中国やASEANと
比べると桁違いに少ない数字になっています。
日系企業のインド以西への進出が進まない背
景には、①日本からの地理的・心理的な距離

感、②情報の不足、③人材の不足などの要因
がからみ合っていると考えられます。

２ ISAMEAという発想

こうした状況のなか、インド以西への進出
戦略として近時注目を集めているのが、
ISAMEA（India, South Asia, Middle East and 
Africa）です。ISAMEAとは、「インド拠点
を基点として、インド人脈を活用しつつ中東
やアフリカを攻める」という戦略です。

日本企業の中でも、いち早くインドに地域
統括拠点を設置し、ISAMEA地域をカバーす
る体制を構築する企業も出始めております。
このような企業の関心の高まりを受け、
JETROでも、「アフリカビジネスにおける日
本・インド企業連携」と題して、アフリカ進
出を検討している日印企業の交流会を開催す
るなどしています。

これまで日本企業は、中東、アフリカ事業
をロンドン、ドバイ等から見てきたと思われ
ます。しかし、以下に見るように、インド以
西は「環インド洋経済圏」というまとまりを
構成していると見ることも可能です。日本企
業としては、インド人、インド企業が
ISAMEA地域に有しているつながりを活用し
ない手はありません。
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ISAMEAの第一の要点は、環インド洋経済
圏に展開するインド人脈を活用することにあ
ります。

20世紀前半までの間に、多くのインド人が
南アフリカ、ケニア、タンザニア等に向けて
移住しました。最近では、インドやUAE等の
中東諸国の間で、たくさんの出稼ぎ労働者が
行き来しています。筆者（横山）は、2018年
1月から約1か月かけて、タンザニア、ケニア、
エチオピア、オマーン、UAEを視察してきま
したが、多くのインド人が現地で生活する光
景を目にしました。クリケットやインド映画
といった「インド文化」が、インド人だけで
なく現地人との共通の娯楽として楽しまれて
いることが印象的でした。日本人にはなかな
か窺いしれない世界ではありますが、「環イ
ンド洋経済圏」の存在を強く意識した次第で
す。

ISAMEAの第二の要点は、日系企業の投資
がすでに集積しつつあるインドの現地拠点の
経営リソースを活用することです。

インド以西への進出が進まないひとつの要
因は、日本から中東、アフリカへの距離感で
す。この点、インドに地域統括拠点を置いて
中東やアフリカをカバーした場合、オペレー
ション、マネジメントにおけるリスクとコス
トを軽減することが可能です。日本企業の理
念、企業文化を理解したインド人を、インド
以西の事業発展の牽引者に位置づけるという
ことです。アフリカへの現地出張を考えた場
合も、日本人に比べインド人が行く方が容易
ということもあるかもしれません。さらに、
個別的な論点になりますが、イスラエルをカ
バーするに際しても、インドはいわゆる「イ
スラエル・ボイコット」の影響を受けないと
いうメリットがあります。

ISAMEAの第三の要点は、インド企業と連
携したISAMEA地域の攻略です。

2017年4月、パナソニックはインド企業
Tata Consultancy Services Ltd.との協業によ
りインドイノベーションセンターを設立しま
したが、同センターでは、創出した新規技術
を中東アフリカ地域に展開していくことを狙
っています1。中東、アフリカにネットワーク
を有するインド企業を買収することで、一挙
にISAMEAに拠点、足掛かりを作ることも考
えられます。

３ 今後の検討課題

(1) 制度的保障

以上の通り、地理的な要因やビジネスの必
要性が先行して個別企業の取組みが始まって
いるのが、ISAMEA戦略の現状です。他方で、
地域統括拠点に対する優遇制度や、投資拠点
としての制度的な保障については、今後の検
討課題として残されています。

まず、インドの国内法を検討すると、イン
ドは地域統括拠点を設置する企業に対して特
段の優遇措置を設けておりません。もっとも
貿易面では、インドで製造した製品について、
外国貿易（開発及び規制）法に基づく優遇制
度（例えば、商品輸出スキーム（MEIS）や
サービス輸出スキーム（SEIS）等）を活用す
ることが考えられます。

次に、ISAMEA域内において、自由貿易協
定、経済連携協定等の国家間の条約が今後進
展していくことが期待されます。インド政府
は、南アフリカ、ボツワナ等が加盟する南ア
フ リ カ 関 税 同 盟 （ South Africa Customs
Union, SACU）との間でFTAを締結すべく交
渉中です。また、東はオーストラリアから西
は南アフリカまで、インド洋に面する21ヶ国
が加盟する環インド洋連合（Indian Ocean
Rim Association, IORA）は、
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ダルエスサラーム（タンザニア）のレストラン
にて、インドのコメディ番組を鑑賞しながら夕
食を楽しむインド人ファミリー

パナソニック2017年5月18日付プレスリリース
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/05/jn170518-2/jn170518-2-1.pdf
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2017年3月、貿易や投資の促進や海洋の安全
保障における加盟国間の連携を掲げたジャカ
ルタ協定を採択しました。今後も一層の経済
連携に向けて動いていくものと考えられます。

なお、租税条約のネットワークに目を移す
と、インドは、UAE、サウジアラビア、ケニ
ア、タンザニア、南アフリカ等のISAMEA地
域の国々と租税条約を締結しています。また、
ISAMEA地域への投資ストラクチャーを考え
た場合、近時「アフリカのゲートウェイ」と
しての立場を確立しつつあるモーリシャスの
租税条約ネットワークをいかに活用できるか
も、興味深いテーマといえます。

(2) コンプライアンス

日本企業の海外進出に際して避けて通るこ
とのできないテーマが、コンプライアンスの
問題です。特にインド以西の国では、イスラ
ム教の影響を受けた独特な法制度が存在した
り、政権の変更に伴い場当たり的な法改正が
相次いだりなど、適用される法令を把握する
にも苦労します。

日系企業の中東ビジネスを見た場合、多く
の企業では現地の代理店を起用した間接的な
販売体制を敷いていますが、中東では代理店
保護法が存在する国が多く、代理店との契約
関係には注意を要します。また、中東では国
営企業の存在感が強いですが、国営企業との
関係では贈収賄の問題も検討しなければなり
ません。日系企業の場合、本邦不正競争防止
法や米国FCPA/英国Bribery Actの適用につい
て認識が広まりつつありますが、インドに地
域統括拠点をおいた場合には、インド贈収賄
規制法（Prevention of Corruption Act）の域
外適用の問題についても留意が必要です。

日本人は心理的な距離感もあり一口に中東、
アフリカといいますが、国によってその法治
国家としての内実の成熟具合は様々であり、
個別的な検討が欠かせません。

(3) ガバナンス

上記のコンプライアンスの問題とも関連し
ますが、地域統括拠点を設置する場合、それ
ぞれの拠点にどれだけの人員を構え、どのよ
うな権限を委譲し、どのような機能を担わせ
るのか、ガバナンスの面からも検討が必要で
す。特にISAMEA地域では、依然として、従

業員の横領や窃盗等の違法行為、同族会社へ
の横流し、利益相反取引等の不正のリスクが
大きく存在します。

これらの国に進出するに際しては、進出国
における不正リスクの具体的内容を把握する
とともに、当該リスクに即した形で不正リス
クマネジメントを図ることが必要です。特に
ISAMEA地域は日本の本社から物理的にも心
理的にも距離が離れていますので、日本本社
から逐一マネジメントすることは困難です。

そこで、インド地域統括拠点の出番となり
ます。新興国であるインドでの経験を自身が
横展開しつつ、さらにはインド人の知恵も借
り、ISAMEA地域ならではのガバナンス体制
を構築することが望まれます。

以 上
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【ISAMEA】
インドを基点としたインド以西（中東アフリカ）戦略
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